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①�基礎控除について、2026年分より合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額が現行の58万円から

62万円に引き上げられます。

②基礎控除等の特例として、各年分について以下の金額が加算されます。

年分 合計所得金額 加算額（現行） 加算額（改正後）

2026年分及び2027年分
489万円以下 10万～37万円 42万円

489万円超655万円以下 5万円 5万円
出典：財務省「令和 ８ 年度税制改正の大綱」を基に作成 

①給与所得控除の最低保障額が、2026年分より現行の65万円から69万円に引き上げられます。

②給与所得控除最低保障額の特例として2026年分及び2027年分について 5万円が加算されます。

　産業競争力強化法等の一定の要件を前提に、国（経済産業大臣）から確認を受けた投資計画に基づき、一

定規模以上の機械装置や建物などを取得した場合に、即時償却または税額控除（最大 7％）のいずれかを選

択適用できる制度です。要件のハードルは高いものの、建物を含めた幅広い資産が対象となり、税務上大き

な影響力が見込めます。

　人材獲得競争の中で中小企業に配慮し、2026年度については現行の要件・控除率が維持されます。なお、

教育訓練費を増加させた場合に税額控除率を上乗せする措置については「教育訓練費の増加額を税額控除額

が上回るケースがある」という会計検査院の指摘を踏まえ、企業規模にかかわらず、廃止されます。

　自由民主党・日本維新の会による新たな連立の枠組みの下、2025年12月19日に2026年度の税制改正
大綱が公表され、12月26日に閣議決定されました。主な内容について解説します。

Ⅰ　個人所得課税

基礎控除の引き上げ1

2026年度税制改正大綱
ポイント解説

給与所得控除の最低保障額の引き上げ2

Ⅱ　法人課税

特定生産性向上設備等投資促進税制の創設1

賃上げ促進税制：大企業は廃止、中小企業は維持2

上記 1と 2の改正により
　2026年分及び2027年分については「年収の壁」を178万円に引き上げることとなります。

以降は会員専用ページにて公開しております。

ご覧頂くには、入会手続き後、会員専用ページより

アクセスをお願いします。

ご入会はこちらから

（入力は数分で終わります）

会員の方はこちらから

https://www.reri.or.jp/entry/
https://www.reri.or.jp/login/

